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○変死体等の取扱者（捜査員）に対する賞揚制度について

平成３年１１月２０日、捜一

発６４１号、鑑発３２７号、

監発２８８号、外発６４３号

公発２９０号、交指発４７９

号、警察本部長から各部、課

隊、校、署長あて

事件に強い警察確立方策の一環として、犯罪死体、検視規則及び死体取扱規則に

定める死体（以下「変死体等」という ）の取扱いにあたり、適切な検証（実況見。

分 、検視及び死体見分（以下「検視等」という ）を推進するため、賞揚制度を確） 。

立して捜査員の士気高揚を図ることとしたので、その効果的運用に努められたい。

記

１ 賞揚制度の目的

検視等は、捜査活動の一環としての証拠の保全、その死因が犯罪に起因するか

否かの判断および身元確認と遺族への遺体の引き渡し等警察業務には欠かせない

重要な業務である。

しかも近年、全国的に事件性の判断が困難な交通事故を仮装した保険金目的殺

人事件、病死や事故死を装った殺人事件等が散見され、検視にあたっては緻密な

死体観察と徹底した裏付捜査等による適正な検視等が要求されている。

一方、変死体等の検視等には、疫病感染の危険性が伴い、また腐敗臭等の劣悪

、 、 。な条件の下で行われるため 捜査員の精神的 肉体的な負担は大きいものがある

このため、検視等の実績が優秀である捜査員を賞揚することにより、その士気

高揚を図り、より適正な検視業務を推進し、もって事件に強い警察を確立するも

のである。

２ 評価対象者

県下警察署で勤務する警部以下の警察官で、変死体等の検視等を行った者及び

同補助者。

３ 表彰の種別

変死体等の取扱実績および身元不明死体の身元割出し功労に応じて、別表第１

に定める表彰を授与するものとする。

４ 評価要領

( ) 死体取扱件数の点数評価1

ア 実績報告

警察署長は、捜査員が年間に取扱った死体を、別表第２「取扱死体の評価

区分」の定める基準に従って評価し、毎月１５日までに変死体等取扱者実績

報告（別記様式１）により警察本部長に報告しなければならない。

イ 高点数者の審査

捜査第一課長は、警察署長から報告をうけた変死体等取扱者実績報告に基
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づき、高点数に達している捜査員については「刑事調査官の運用ならびに死

体処理事務運営要領（昭和４０年１月５日発捜一第１号 」に定める変死体）

（異常死体）検視報告により、別表第３「犯罪性解明等の評価基準」に定め

る基準に従って審査するものとする。

( ) 身元不明死体の身元割出し捜査等の功労による評価2

ア 功労者の報告

警察署長は、身元不明死体の身元割出し捜査等に功労があった捜査員を、

そのつど警察本部長に報告すること。

イ 功労内容の審査

捜査第一課長は、警察署長から報告をうけた身元割出しの功労内容を審査

するものとする。

５ 表彰の上申

捜査第一課長は、審査内容につき刑事部長の承認を得て、表彰授与該当者を警

察本部長に上申するものとする。

６ その他

( ) この賞揚制度は、平成３年１１月２０日から運用するが、第１回の表彰は、1

平成３年１月１日から同年１２月３１日までの死体取扱を評価するので、点数

表は平成３年１月１日からさかのぼって作成すること。

( ) 所属が異動した捜査員の実績は、そのまま新所属へ送付すること。2
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別表１

表 彰 種 別 等

表 彰 種 別 功 労 内 容

年間を通じて、多数の変死体の検視又は死体見分に

本 部 長 賞 誉 積極的に従事し、適正に職務を遂行した成績が極めて

優秀である者。

( ) 年間を通じて、多数の変死体の検視又は死体見分1

に積極的に従事し、適正に職務を遂行した成績が優

刑事部長内賞 秀である者。

( ) 身元不明死体の身元割出し捜査等に多大な功労が2

あったと認められる者。

( ) 年間を通じて、多数の変死体の検視又は死体見分1

に積極的に従事し、適正に職務を遂行した成績が良

捜査第一課長賞 好である者。

( ) 身元不明死体の身元割出し捜査等に功労があった2

と認められる者。
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別表第３

犯 罪 性 解 明 等 の 評 価 基 準

評 価 項 目 内 容

死 因 判 断 死因や死亡種別の判断が適切に行われているか。

( ) 綿密な死体観察が行われているか。1

死 体 見 分 ( ) 死体の損傷等が写真及び記録に正確に記録されているか。2

( ) 血液鑑定等、積極的な科学捜査に努めているか。3

( ) 死者の既往症や自殺の原因動機等を十分捜査しているか。1

裏 付 捜 査 ( ) 適切な身元確認がなされているか。2

( ) 関係者等からの事情聴取は適切か。3

報告・要請 ( ) 事案認知時の第一報を含め、必要な報告は適切か。1

( ) 検視官の要請や司法解剖への判断は適切か。2

、 。死体の取扱 ( ) 遺体の引き渡し等で遺族 関係者等とのトラブルはないか1

( ) ゴム手袋の使用等、感染防止に努めているか。2
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別記様式１

平成 年 月 日
石川県警察本部長 殿

警察署長
変 死 体 等 取 扱 者 実 績 報 告 書

検 視 月 日 ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

評 価 点 死体種別

氏 名 付加事項

点 数

累 計

点 数

累 計

点 数

累 計

点 数

累 計

点 数

累 計

点 数

累 計

点 数

累 計

点 数

累 計


